
令和８年２月３日  

経 済 産 業 部  

みどり３３推進担当部 

 

世田谷区農地保全方針改正(案)について 

 

１ 主旨 

区では、平成 21年に策定した「世田谷区農地保全方針（以下「農地保全方針」と

いう。）」に基づき、農地保全の施策を展開してきたところである。 

一方で、市街化の進展や相続に伴う農地の減少、農業者の高齢化などにより、都市

部において農地は減少を続けており、これまで、国や都、区では、農業振興や農のみ

どりの保全活用のための計画、方針の策定や施策の推進を図ってきたところである

が、現時点で農地の減少に歯止めがかからない状況にある。 

この度、「農地保全方針」が、より柔軟かつ実践的な方針となるよう見直し、新

たに「世田谷区農のみどり保全活用方針」として取りまとめたので、報告する。 

 

２ 制度変遷 

平成 20年 【区】「世田谷区みどりとみずの基本計画」改定 

 平成 21年 【区】「世田谷区農業振興計画」策定 

平成 21年 【区】「世田谷区農地保全方針」策定 

平成 28年 【国】「都市農業振興基本計画」閣議決定 

※ 都市における農地を「宅地化すべきもの」から「あるべき

もの」へと方向転換 

  平成 29年  【国】「都市緑地法等の一部を改正する法律」公布 

                     ※ [生産緑地法]指定下限面積の緩和（条例で３００㎡ 

を下限） 

※ [生産緑地法]特定生産緑地指定制度の創設 

                   ※ [都市緑地法]農地を都市の緑地政策体系に組み込み 

平成 30年 【区】「世田谷区みどりの基本計画」改定 

平成 30年 【国】「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」制定 

平成 31年 【区】「世田谷区農業振興計画」改定 

※農と住が調和した魅力あふれる世田谷農業の実現 

令和 5年  【都】「東京農業振興プラン」改定 

※東京の農業振興を図る 

 

３ 農地保全方針策定による成果 

 ①都市計画公園・緑地の指定 ８か所                              

   農地保全重点地区（７地区）内の農業振興等の拠点として有効性が高いまとま

りのある農地等を予め都市計画公園・緑地として指定。 
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 ②農業公園として開設 ４か所 （そのほか、開設に向けた暫定活用を２か所） 

   都市計画公園・緑地区域内の農地所有者が相続等により農地をやむを得ず手放

さざるを得ない状況となった際に区で土地取得、農のみどりとして長期的に保全

し、農業体験等の場となる農業公園を開設。 

 

４ 主な見直しの内容（資料１ 主な改正点） 

 ①方針名を「世田谷区農地保全方針」から「世田谷区農のみどり保全活用方針」へ

変更 

 ②全区的な農業振興策に関して記載 

③規模の大きい農地保全重点地区内で都市計画公園・緑地の拡充を図る旨を明記 

 ④農業公園用地取得後の活用として分区園（※）制度を導入 

※都市公園の一部を一定期間農園として貸し出し、個人・団体・教育・福祉的な

活用を図る。 

 ⑤農業公園以外の公有地化による農地の保全・活用に関して記載 

  ア 希少性の高い農地（世田谷・北沢地域）の保全について記載 

  イ 公有地化した農地の活用方法（分区園や公園の一部の農的活用）を記載 

  

５ 改正案の内容 

資料２ 世田谷区農のみどり保全活用方針（旧名称：世田谷区農地保全方針） 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年 ２月 農業委員会(案の報告) 

       ３月 方針改正 

令和８・９年度 「世田谷区みどりの基本計画」の改定（令和 10年 3月）に合

わせて、農地保全重点地区及び農業振興等拠点の位置づけの見

直し等に関する改正の検討を行う予定 
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世田谷区農のみどり保全活用方針（旧名称：世田谷区農地保全方針） 主な改正点 

改正案 現行 

計画名称「世田谷区農のみどり保全活用方針」 

 

１．背景（全文改正） 

 

２．制度改正等の変遷 

 

３．方針の位置づけ 

  

４．農のみどり保全活用の取り組み 

（１）世田谷区農業振興計画に基づく農業振興 

・全区的な農業振興策に関して記載 

 

（２）農地保全重点地区の指定 

・農業振興等拠点の配置方針を明確化し、説明を追加。 

「農地保全重点地区は、次のいずれかに該当するエリアを

中心とした７地区とし、地区の中で、農業振興等拠点を

一つ以上定めることとする。 

※農業振興等拠点とは、農業振興等の拠点として有効性が

高い農地を、予め都市計画公園・緑地として指定し、区

が将来的に用地取得することで、農のみどりとして長期

的に保全を図るものを指す。用地取得後は、都市公園法

に基づき、農業公園として開設する。」 

計画名称「世田谷区農地保全方針」 

  

 １．背景 

 

（新規） 

 

２．方針の位置づけ 

    

３．農地保全方針 

（新規） 

 

 

 

（１）農地保全重点地区の指定 

（２）農地保全重点地区のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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（削除） 

 

（３）農業振興等拠点の整備 

 ①都市計画公園・緑地の指定 

・近隣の農地の区域追加について明記。 

「農業振興等拠点として既に指定されている都市計画公

園・緑地の近隣で、一体的に活用できる農地について

は、区域に追加することができる。」 

・規模の大きい農地保全重点地区内で都市計画公園・緑地

の拡充を図る旨を明記。 

「規模の大きい農地保全重点地区では、それに応じた農業

振興等拠点の配置が必要となる。配置が十分ではない地

区内では、今後より一層の都市計画公園・緑地の拡充を

図るものとする。」 

 

 ②取得後の活用 

・活用方法を整理するとともに、農業公園用地取得後の活

用として分区園整備を導入 

「Ｄ．分区園 

  上記農園の一部を個人や団体等に、一定期間貸し出

し、利用できる分区園を整備する。」 

 

 ③農業振興等拠点の管理運営 

 

 

 １）農地等の保全 

 

 ２）農業振興等拠点の整備 

 ①都市計画公園・緑地の指定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②農業振興等拠点の整備 
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（４）農業振興等拠点以外の公有地化による農地の 

保全活用 

 ①農地の保全 

「区内に点在する農地を保全するため、取得効果を勘案

し、個別に用地取得の検討を図る。」 

 

 ②希少性の高い農地の保全 

「都心部に近い世田谷地域・北沢地域は宅地化が進み、農

地はほとんど残されていない状況であることから、残さ

れた僅かな農地について積極的に保全を図っていくこと

とする。」 

 

 ③公有地化した農地の活用 

Ａ．分区園 

Ｂ．一部に農的機能を有した公園 

Ｃ．農的機能を有した公有地 

Ｄ．コミュニティ農園 

 

③農業振興等拠点の管理運営 

 

（新規） 
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農業振興等拠点進捗図

2026/1/8
0 1 20.5 mi

0 1.5 30.75 km

1:65,000
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①北烏山・給田地区
北烏山農業公園
都市計画決定面積：0.6ha
告示日：令和3年1月8日
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線
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②不祖師谷地区
不祖師谷農業公園
都市計画決定面積：0.7ha
告示日：令和3年11月25日
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線
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開園面積：令和7年4月1日現在
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⑤喜多見・宇奈根地区
次大夫堀緑地（次大夫堀公園）
都市計画決定面積：4.6ha
告示日（最終）：平成28年12月2日
開園面積：40,142.32㎡
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⑤喜多見・宇奈根地区
喜多見農業公園
都市計画決定面積：1.3ha
告 示 日：平成23年12月27日
開園面積：3,182.42㎡
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テキストボックス
⑥瀬田地区
瀬田農業公園
都市計画決定面積：1.3ha
告示日（最終）：平成22年2月5日
開園面積：11,716.69㎡
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線

kuronumaj
線

kuronumaj
線
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③桜不水地区
桜不水農業公園
都市計画決定面積：1.1ha
告示日：平成26年5月19日
R6より一部暫定活用中（R9整備予定）

kuronumaj
線
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④桜丘地区
桜丘農業公園
都市計画決定面積：1.1ha
告 示 日：平成23年12月27日
開園面積：3,265.70㎡
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⑦中町・深沢・等々力地区
等々力農業公園
都市計画決定面積：0.7ha
告示日：平成30年5月29日
R6より一部暫定活用中（R8整備予定）
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参考資料１
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この地図の作成にあたっては、国際航業株式会社の承諾を得て、
国際航業株式会社に著作権が帰属する白地図データベースを使用しています。



世田谷区農地保全方針 

 

 平成２１年１０月２３日 

                        ２１世み政第４５９号 

 

１．背景 

都市における農地は、農作物を生産するとともに、潤いのある景観やみどりと

みずの環境保全、災害時の防災拠点等、多面的かつ公益的機能を発揮する貴重な

空間である。 

これまでも生産緑地の指定により農地保全を図ってきたが、相続によって生産

緑地が売られる等、農地の減少が依然続いている現状に鑑み、「世田谷区農地保

全方針」（以下「方針」という。）を定め、さらに世田谷の農地保全の取り組みを

進める必要がある。 

なお、農地の保全には、農地制度や税制度の改正も必要であり、区は、都市農

地保全推進自治体協議会や都市農地懇談会等、都市農地保全に取り組む自治体と

連携を図りながら、制度改正に向けた要望や提案を国等に対して行ってきている。

今後制度改正された際には、改正内容を踏まえ、本方針を見直すこととする。 

 

２．方針の位置づけ 

本方針は、「世田谷区みどりとみずの基本計画」の課題である都市農地減少の

抑制のため、農地保全のための対応策について、農地保全方針として策定するも

のである。 

また、農地の保全については、「世田谷区都市整備方針」、「世田谷区風景づく

り計画」においても、貴重な財産として保全、活用していくとしており、本方針

と各計画等との整合を図ることとする。 

なお、世田谷農業の振興テーマとして、地産地消、区民参加・協働型農業への

展開を掲げる「世田谷区農業振興計画」との整合を図る。 

 

 世田谷区都市整備方針 世田谷区農業振興計画

世田谷区農地保全方針世田谷区みどりとみずの基本計画

 

 

 

 

 

世田谷区風景づくり計画 
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３．農地保全方針 

 

（１）農地保全重点地区の指定 

生産緑地及び宅地化農地、屋敷林が一団で存する地区を農地保全重点地区に指

定する。 

農地保全重点地区は、次のいずれかに該当するエリアを中心とした７地区とす

る。（別紙参照） 

 

①既存計画に定める農地保全の方針が重なっているエリア 

Ａ．「世田谷区都市整備方針」“農地保全の位置づけがある地区” 

Ｂ．「世田谷区風景づくり計画」“農地の風景界わい” 

Ｃ．「世田谷区みどりとみずの基本計画」“農地の多い住環境エリア” 

 

②農業振興の拠点となる公園があるエリア 

 

（２）農地保全重点地区のまちづくり 

   農地保全重点地区では、従来通り生産緑地制度により農地を保全するとともに、

地区毎の特性に応じた農地等の保全策を講じたうえで、農業振興等拠点の整備を

図る。 

また、外かく環状道路関連事業により失われる生産緑地については、代替農地

の提供ができる仕組みを構築し、保全を図る。 

 

  １）農地等の保全 

 農地等の特性に応じて、次のうち必要な方策を講じ、区民等の協力を得なが

ら保全に努める。 

 

   ①宅地化農地を生産緑地に追加指定する。 

 

②宅地化農地を区民農園、苗圃等として活用する。 

 

③屋敷林を市民緑地、保存樹林地等に重点的に指定する。 

 

④保存樹林地の支援を拡充させていく。 

 

２）農業振興等拠点の整備 

他の方策によっても保全できない農地について、次の条件をすべて満たす場

合、区が用地取得のうえ、農業振興等の拠点機能として活用するために必要な

整備を図る。 
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①都市計画公園・緑地の指定 

農地を活かしたまちづくりの拠点として有効性が高い農地等について、

面積１ha 以上、または、群として合計面積１ha 以上で都市計画公園・緑地

に指定すること。 

 

   ②農業振興等拠点の整備 

     農地等の取得後は、次のいずれかの農園として活用すること。 

 

  Ａ．区民参加型農園 

区民に、農作業等を通じて農業をより身近に感じてもらい、都市生活に

潤いをもたらす欠かせないものとして認識を深められるレクリエーショ

ン機能を有するものとして整備する。 

    Ｂ．教育・福祉農園 

     子どもの食育や環境教育、若年者・障害者等の自立支援等を目的とした

活動プログラムを実施する農園を整備する。 

    Ｃ．多様な農業者の育成・支援事業展開のための農園 

      農業後継者や農業サポーター等の養成、及び体験型農園や学校等が実施

する農園の技術支援ができる人材の養成等を行う研修農園として整備す

る。 

    Ｄ．農産物の生産力強化に向けた実験農園 

      農家の生産力や収益性の向上を図るため、農産物の試験栽培等を行う実 

験農園として整備する。 

E．緑化のための花苗の生産農園 

      地域緑化等で使用する花苗を生産するための農園として整備する。 

  

   ③農業振興等拠点の管理運営 

農園の管理運営については、実施する事業の内容に応じて、農業関係団体、 

区民活動団体、学校法人等と連携して行うこと。 
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農地保全重点地区 

 

丁 
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